
＜所得制限額＞

860.0万円

附則 国 地方

　　第６条

780万円

国 地方 １０／１０ １０／１０

１／１０ ２／１０

＜所得制限額＞

860.0万円

国 地方

附則 国 地方

　　第８条 １／３ ２／３

780.0万円

附則 国 地方 １０／１０ １０／１０

　　第７条 １／３ ２／３

※＜所得制限額＞は、夫婦＋児童２人家庭の場合の年収ベース。

※所得制限は、主たる生計維持者について適用する。

地方

２／３

特
例
給
付

事業主 国

７／１０ １／３

本
則
給
付

事業主

１０／１０

児童手当の財源内訳

０～３歳未満（支給月額  一律１０，０００円）
サラリーマン 自営業者 公務員

１／３ ２／３

小
学
校
修
了
前
特
例
給
付

３歳～小学校６年生（支給月額  第１子第２子：５，０００円、第３子以降：１０，０００円）

国 地方

-
2
9
6
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保育課関係
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